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第２期舞鶴市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改定について 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

１．第２期舞鶴市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

第２期舞鶴市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、国や京都府が定める総合戦略を勘案し

つつ、舞鶴市の実情に応じた地方創生の基本目標を示し、これを実現するため、集中的に取り

組むべき施策をとりまとめたもの。 

【基本目標】 

    ①将来に夢と希望の持てる活力あるまちをつくる 

    ②このまちに魅かれ、移り住みたくなるまちをつくる 

    ③結婚・出産・子育ての希望がかなう、子育てにやさしいまちをつくる 

    ④誰もが安全で安心して暮らせるまちをつくり、次世代に継承する 

  【横断的目標】 

    ①多様な人材の活躍を推進する 

    ②新しい時代の流れを力にする 

 

２．改定後の計画期間 

２０２０（令和２）年度から２０２６（令和８）年度末（７年間） 

   ※当初の計画期間が２０２４（令和６）年度末までとなっていたところ、 

     ２年間延長し、第７次舞鶴市総合計画・後期実行計画の計画期間と整合を図るもの 

 

 以上 

本市では、定住人口の減少抑制と交流人口の拡大を目的としたまちづくりを進める

ため、平成 27 年に「舞鶴市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を、令和２年３月に

「第２期舞鶴市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、各施策の展開に努めて

きました。 

現行の総合戦略が令和６年度末をもって計画期間を終了する中、総合計画と総合戦

略の計画期間を合わせ一体的に運用するため、総合戦略の計画期間を２年間延長しま

したのでお知らせします。 
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